
はじめに

地理情報システム（GIS）は、位置情報をキーと
して各種の空間データを総合し、可視化あるいは分
析するための技術でありプラットフォームである。
考古学・埋蔵文化財におけるその利活用や実際の操
作方法については多くの書籍・論考があるのでそれ
らを参照することとして、ここでは詳しく触れな
い（金田ほか2001, 宇野編2006, 寺村2014, 石井2019,　
2020，山口 2020）。以下、おもに考古学・埋蔵文化
財 GIS データの利用者の立場から、いくつかの論点
について触れる1）。

1．�考古学・埋蔵文化財GISデータの構成

GIS で扱われる地理空間情報とは「空間上の特定
の地点又は区域の位置を示す情報（位置情報）とそ
れに関連付けられた様々な事象に関する情報、もし
くは位置情報のみからなる情報」 2）である。位置情
報とは、対象となる地物がどこにあるのかを規定す
る位置、場所、範囲に関する情報であり、緯度・経
度、地理座標、地名、住所、その他の位置参照情報、
および標高や、範囲区域に関する記述的な情報も含
めることができる。関連情報には、地形や地物の種
類・名称、その状態、付随する事物等、および関連
するさまざまな情報が含まれる。GISでは、これらを

「位置情報をキーにして」重ね合わせ、基盤地図情

報にもとづき空間上の位置に対応づけられる 3）。し
たがって重ね合わせのための照合情報（キー・ID）、
および情報を対応づけて可視化表示するための基盤
地図情報も必要となる。

これを考古学・埋蔵文化財に対応させると、おお
よそ以下のようなデータモデルとなるだろう。

・ 遺跡番号：照合情報。基本的に基礎自治体単位
の通番であり、枝番が付されている場合があ
る。自治体番号と組み合わせることで日本国内
において特定可能な固有のIDとなる。

・ 遺跡名称：関連情報。データとしては固有 ID
として機能する遺跡番号がキーとなるが、遺跡
名称は地名とリンクしている場合もあり人間に
とって理解しやすい場合がある。固有名称が付
されている場合と、自治体ごとの通番（○○市
No.1遺跡、等）が付されている場合がある。

・ 位置：位置情報。遺跡の代表点（おおむね範囲
の中央）の緯度・経度または地理座標として与
えられる。

・ 範囲：位置情報。周知の遺跡（埋蔵文化財包蔵
地）として登録されている範囲を区画する多角
形。緯度・経度または地理座標も有する。範囲
未詳の場合は代表点のみとなり得る。

・ 住所：位置情報。緯度・経度または地理座標と
は別に、住所として所在地を示すこともでき
る。人間可読であり、またウェブ地図上での検
索にも利用できるが、市町村合併や区画整理、
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住居表示の実施などにより変更されることもあ
る。

・時代：関連情報。考古学的時代・時期区分。
・ 種別：関連情報。遺跡の種類（例：包蔵地、集

落、古墳、貝塚、寺院等）。複合している場合も
ある。

・ 主な遺構・遺物：関連情報。時代、種別を補完
するもので、発掘調査の結果または表面調査に
もとづく。

その他、追加的な関連情報として、史跡・文化財
指定等の情報、調査履歴、面積、期間や個別の調査
地点・範囲なども含めることができる。なお基盤地
図情報は、基本的に考古学・埋蔵文化財において
作成・供給することは稀で、おもに国土地理院や
OpenStreetMap などが公開・提供しているものを
利用する。

2．�東京都遺跡地図インターネット提供
サービスの事例

2016 年 4 月より東京都教育委員会により公開・運
用されている 4）。国土地理院の標準地図を背景とし
て、ズームレベル14～16で遺跡範囲が表示される。
なおズームレベル 13 以下に縮小すると遺跡範囲は
表示されない。遺跡範囲のポリゴンは画像として呼
び出され、基盤地図情報に重ね合わせられている。

利用条件に同意すると初期設定でズームレベル
14の地図と遺跡範囲が表示される。地図の下には検
索窓があり、以下の 7 項目で検索が可能となってい
る。

・種別：遺跡、史跡のいずれかを選択できる。
・名称：遺跡名、自由入力できる
・ 遺跡番号：数値。後述のとおりハイフンで区切

られた枝番号が付されているものもあるが、検
索では整数しか入力できない

・区市町村：所在自治体名、選択式
・ 町丁目：住所情報、自由入力でき、部分検索も

可能
・ 種別：遺跡の種別。規定値が定まっているが表

記ゆれもある。検索は自由入力で可能。
・ 時代：9 つの規定値 + 縄文時代・弥生時代につ

いては時期区分を含む場合がある。検索は自由
入力で可能。

複数の項目を同時に検索できるが、すべて AND
検索となる。結果は、検査区窓の下方に一覧表示さ
れ、右端列の「移動」という文字をクリックすると
地図上の位置に移動する。

一覧表の「移動」の文字、または地図上の範囲をク
リックすると、選択された遺跡範囲がアクティブ・
カラーに切り替わり、遺跡名がポップアップ表示さ
れる。遺跡名の下の「詳細」の文字をクリックする
と、遺跡地図がデータベースとして保持している情
報が一覧表示される。上記の検索項目に加えて、「主
な遺構／概要」と「主な出土品」が含まれている。

遺跡範囲は、赤線の多角形または範囲未詳の場合
は円で描画される。史跡は緑船である。古墳は赤丸
の点、横穴墓は細長い下向きの三角、塚は半円+横
線の記号で表示される。すべて、背景地図と重ね合
わせるための位置情報を保持しているが、画面上に
は直接表示されない。

フロントエンド（利用者から見える部分）では、
ウェブ地図サービスのような外観、操作性持ってい
るが、検索とその結果による表示の切り替えが可能
なように、バックエンドにデータベースがあり、地
図と連動している。表示はウェブブラウザ上で行わ
れる。つまりウェブ GIS であり、紙に印刷されたも
のと同等の「遺跡地図」を電子化（PDF化または画
像化）しウェブ上に配置したものではない。高田・
武内（2021：表 1）は、2021 年 2 月 3 日時点での各
都道府県の遺跡地図のインターネット公開状況を一
覧しているが、このうち「PDF」にのみ○が付され
ているものは、紙版の遺跡地図を電子化しただけの
ものであり、その他は何らかのかたちのウェブ GIS
として提供されている。ちなみに東京都については

「独自GIS」に分類されている。
このように GIS はシンプルな物であっても、情報

の検索と表示の切り替えが可能である。
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なお東京都遺跡地図インターネット提供サービス
では、検索・表示に一定の制約がある。たとえば自
治体単位の一覧と地図表示は可能であり、さらに自
治体内の特定の時代の遺跡を絞って表示することも
できる。一方で複数の自治体間にまたがった一覧・
地図表示、あるいは特定の時代の表示はできない。

さらに同サービスでは、バックエンドに保持され
ているデータベースを、利用者の目的に沿って直接
操作することや、データベースの全体、または一部
をダウンロードして利用することはできない。つま
り利用者が自由にデータを編集加工し、地図表示を
変更することはできないのであり、その点で GIS と
しての機能はかなり制限されていると言える。

3．�和歌山県オープンデータにおける埋
蔵文化財包蔵地所在地図

和歌山県では「和歌山県地理情報システム　和歌
山県埋蔵文化財包蔵地所在地図（埋蔵文化財・指定
文化財マップ）」 5）を公開・運用している。高田・武
内（前掲）では「全庁型 GIS」に分類されている通
り、実際にリンク先へ進むと「和歌山県地理情報シ
ステム」のページとなっており、掲載マップ一覧が
表示される。つまり埋蔵文化財の専用・独自のシス
テムではなく、県が管理・公開する様々な地理空間
情報が含まれたものである。しかし実際には、マッ
プを選択するとそこに紐づけられている情報だけが
表示される。「和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図」
を選択すると、埋蔵文化財包蔵地と史跡・名称・天
然記念物の情報だけが地図上に表示される。

利用規約に同意すると、地図画面ではなく検索
ページに進む。ここでは郵便番号・住所、または目
標物の名称（埋蔵文化財関連に限定されない、公共
施設名などでも検索できる）、市町村範囲が示され
た地図の 3 つの検索オプションがあるが、いずれか
ら検索結果に進んでも、全県を表示できる地図画面
へと移動する。東京都と同様、国土地理院の標準地
図を背景として、埋蔵文化財包蔵地または史跡・名
称・天然記念物の範囲、あるいは代表点が表示され

る。ズームレベルは最大で1/1万相当から、1/2万～
1/4 万と半分に縮小され、最小で 1/16 万まで表示可
能である。拡大すると古墳は墳形が表示されるが、
必ずしも墳丘サイズや現存状況とは一致していな
い。

範囲を区画する線分を選択すると、遺跡番号、遺
跡名、所在地、種別、時代、立地、遺跡概況などデー
タベースが保持する情報が右側の窓に表示される。
操作感や挙動は異なるが、基本的な構成は東京都と
類似し、限られた条件でのみ検索と表示の切り替え
が可能な一方、バックエンドのデータベースを直接
操作したりダウンロードすることはできない。

ところが和歌山県のウェブサイトでは、地理情報
システムとは別に「和歌山県オープンデータカタロ
グサイト」 6）にも「和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地
図」の存在を確認できる。カテゴリーで「教育・文
化・スポーツ・生活」を選択すると表示され、デー
タセットの公開ページ 7）では、埋蔵文化財包蔵地と
史跡・名勝・天然記念物について、それぞれ点・
線・面と引き出し線のデータが、CSV、シェープ
ファイル、KML、GeoJSONの形式でダウンロードで
きる（図1）。このうち「引き出し線」は、遺跡範囲
と番号の表示が混みあう場所で表示を整理するため
に作図されたと考えられるもので、縮尺・表示が固
定されている紙版の地図およびそれを電子化したも
のでは表示の整飾として必要であるが、GIS では必
要のない、遺跡・埋蔵文化財には直接かかわらない
データである。元となる地図データを整理せず、す
べて公開している状況なのであろう。

なおこれらのデータは、「オープンデータカタ
ログサイト」で提供されている他のデータと同じ
く、クリエイティブコモンズ・ライセンス表示（CC-
BY）4.0国際で公開されている。これは政府標準利用
規約（第 2.0 版） 8）と同等・互換であり、クレジット
を表示する限り改変や再配布を含む自由な再利用が
可能である。
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4．GISデータのファイルフォーマット

続いて「和歌山県オープンデータカタログサイ
ト」で公開、提供されているデータのファイル
フォーマットについて見ていく。

（1）CSV: Comma-Separated Values
カンマ区切りテキスト形式。文字通り「,」（カン

マ）で区切られたテキストとしてデータが格納され
ている。テキストエディタ、表計算ソフト、データ
ベースソフトなど様々なソフトウェア・アプリケー

ションで開き、内容確認、編集することができる。
緯度・経度情報が含まれているため、GIS データと
して、各種 GIS ソフトやウェブ GIS で表示させるこ
とも可能である。なおポリゴン頂点の多数の緯度・
経度情報を保持することが困難なため、CSVは「点」
データのみの提供となっている。

データ項目は、名称（遺跡名）、住所、遺跡番号 9）、
LinkNo（ID）、経度、緯度、分類となっているが、他
のファイルフォーマットと同じく、名称、住所が空
白となっている。名称を取得するためには、LinkNo
をキーとして「線」「面」のデータと連結する必要が
ある。経度、緯度は代表点のものである。

（2）GeoJSON
テキストベースのデータ記述言語でありプログラ

ミング言語間のデータ交換用フォーマットとして
も使用される JSON（Java Script Object Notation）
にもとづいた GIS データ形式である。構成・記法は
CSV よりやや複雑で、対応する GIS ソフトやウェ
ブ GIS で表示させることができる。データ自体はテ
キストで記載されているため、目視で内容確認がで
き、編集も可能である。「点」「線」「面」のデータ
が提供されており、このうち「点」のデータ項目は
CSV と共通である。CSV と同じく名称、住所は空
白となっている。項目：分類の代わりにジオメトリ

（geometry）タイプの指定“Point”があり、代表点の
経度、緯度情報が記述されている。
「線」は遺跡範囲を区画する多頂点の線分データ

であり、データ項目は、名称、住所、linkNo.、遺跡
番号、地図、遺跡名、いせきめい（遺跡名読み）、所
在地、種別、時代、立地、遺跡概況、備考、市町村
C（コード）の14項目である。このうち名称、住所
は「点」データと同じく空白である。ジオメトリタ
イプの指定は “LineString” で、遺跡範囲を区画する
線分の頂点の位置座標が経度、緯度で記載されてい
る。
「面」は遺跡範囲をカバーする多角形の図形デー

タであり、データ項目は、「線」と共通する名称、住
所、linkNo.、遺跡番号、地図、遺跡名、いせきめい

図1
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（遺跡名読み）、所在地、種別、時代、立地、遺跡概
況、備考、市町村C（コード）の14項目である。こ
のうち名称、住所は「点」「線」データと同じく空
白である。ジオメトリタイプの指定は“Polygon”で、
遺跡範囲の多角形の頂点の位置座標が経度、緯度で
記載されている。

（3）KML
XML をベースとする GIS データ形式であり、

GoogleEarth や GooleMaps で、点・線・ポリゴンだ
けでなくマーカーや画像等さまざまな要素を表示さ
せることができる。GIS ソフトやウェブ GIS でも表
示できるものが多い。扱うことのできる要素が多い
分、GeoJSON よりさらに複雑な表記となっている
が、データ項目の内容はテキストで記載されている
ので目視で内容確認は可能だが、記法が複雑なため
テキストエディタ等での手動での編集は推奨されな
い。「点」「線」「面」のデータが提供されており、い
ずれもデータ項目およびジオメトリタイプの指定は
GeoJSONと共通する。

（4）シェープファイル
GIS の標準フォーマットとして開発されたもの

で、単独のファイルではなく複数のデータファイル
で構成される。GIS ソフトで開き、表示・編集する
ことができる。GIS 以外での表示や編集は困難であ
る。「和歌山県オープンデータカタログサイト」で
は、位置情報を含む地理データを格納するシェープ

（.shp）、検索のためのシェープインデックス（.shx）、
関連データを格納する .dbf の 3 つが提供されてい
る。このうち .dbf には、GeoJSON、KML と同じ 14
のデータ項目が記載されている。

5．ファイルフォーマットの選択

現在のところ、GIS データには統一された標準は
ない。「和歌山県オープンデータカタログサイト」が
公開・提供する 4 つのフォーマットは、いずれもさ
まざまな GIS ソフトやウェブ GIS などで使用されて
いるものである。このうちどれか一つだけを提供す
ればよいというものではない。

たとえば CSV はシンプルなフォーマットでファ
イルサイズも軽く、多様なソフトで使用できるため
GIS の外で表計算ソフトなどにより集計や統計解析
を行なうことに適している。一方で、遺跡範囲の区
画線や範囲図形のような複雑な形状の地物のデータ
や、地図として描画する際の整飾・表示設定などの
保存には適さない。より複雑なフォーマットでは、
複雑な形状や地図表示に関する情報も保存できる
が、他のソフトで開き編集することは困難である。
このため、システムやソフトの変更によりデータを
読み込むことができなくなる可能性もある。

このため、長期保存には、シンプルなテキスト
ベースのファイルフォーマットが適していると言え
る。すなわち CSV や GeoJSON である。一方、より
複雑なファイルフォーマットは GIS 上での編集や分
析、表示に適しているが、長期保存には推奨できな
い。実際、シェープファイルは制約も多く、今後、新
たな GIS データフォーマットの標準形式交替すべき
であるという主張もなされている 10）。多くの GIS ソ
フトやウェブ GIS では、ファイルフォーマットの変
更・更新ができるので、特定のファイルフォーマッ
トに拘らず、用途・目的に応じて選択、使用すべき
であろう。

6．�何を含めるべきか：データ項目と内
容の選択

GISデータの整備・公開を考えるとき、つい、ファ
イルフォーマットのような技術的要素を重視しがち
であるが、考古学・埋蔵文化財GISデータの本質は、
考古学・埋蔵文化財情報を位置情報に紐づけて利用
できるようにすることであり、また再利用が容易な
ように標準化・構造化することである。このため、
まずは基本となる 3 つの要素・項目を整備した上
で、必要な GIS 向けファイルフォーマットに変換し
て保存するべきであろう。基本となる 3 つの要素・
項目は以下の通り。
①�位置情報：経度・緯度なのか、平面直角座標な

のか。座標参照系は何か。代表点なのか、範囲
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なのか。
②�関連情報：必要不可欠な最小限の項目をまず整

備すべき。遺跡名、住所、時代など。追加的な
情報は、別のデータベースやテーブルに保存
し、キー・ID情報により紐づけるという選択も
あり得る。

③�キー・ID情報：位置情報と関連情報を結びつ
けるための参照基準。他と明確に区別できる、
ユニークでかつシンプルな数値として設定する
ことが推奨されるが、すでに定まった命名・付
番規則があるならそれに従うことも可能。なお
いったん与えられたキー・ID 情報を事後的に
変更することは、情報を結びつける参照基準が
維持できなくなることにつながるので行なって
はならない。上書き更新や、一度使用したIDの
再使用は行なうべきではない。事情により削除
したデータに対応する ID 欠番とするべきであ
る。

このうち、関連情報との連携も含めてデータベー
スの構築、展開において最も重要なのは③キー・ID
情報の整備・管理である。しかしながら、現状では
考古学・埋蔵文化財 GIS データの統一的な標準化さ
れたキー・IDはない。たとえば遺跡（埋蔵文化財包
蔵地）のレベルでは、自治体コード+遺跡番号を標
準化するということも考えられるが、実際には自治
体により枝番の付与の実体がまちまちであったりす
るため、統一基準にするには難がある。キー・IDは
あくまで参照のためのものであり、そこに順列等の
意味を持たせるべきではないだろう。繰り返しにな
るが、見栄えを気にして欠番を詰めて上書き更新す
るような ID 管理は絶対に行なってはならない。ID
はデータの連携・連結の要であり固定・不変である
べきだと強く認識しておく必要がある 11）。

7．再利用可能なデータの公開

オープンデータとして提供するためには、自由に
再利用できるライセンスの下で公開する必要があ
る。「和歌山県オープンデータカタログサイト」のよ

うに、行政オープンデータの標準として政府標準利
用規約（第2.0版）または互換のCC-BY4.0国際ライ
センスで公開することが望ましいだろう。なお CC
ライセンスを付与するということは、著作物である
と主張することでもある。データ、データベースは
著作物ではないとするならば ODbL（オープンデー
タベースライセンス 12）を検討すべきである。

なお遺跡（埋蔵文化財包蔵地）範囲の情報は、土
地取引や開発行為の際の「障害」にもなり得るもの
であるから、土地所有権・財産処分権等の私権に関
わるものであり、公開すべきではないという見解も
見られる。その際に考えなければならないのは、文
化財の所在や情報は周知されるべきという原則とそ
の根拠である。

まず文化財保護法 95 条には「国及び地方公共団
体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整
備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の
実施に努めなければならない」とある。また平成10
年9月29日文化庁発都道府県教育委員会宛「埋蔵文
化財の保護と発掘調査の円滑化等について（通知）」

（庁保記第75号） 13）では、「埋蔵文化財包蔵地の把握
と周知について」「埋蔵文化財包蔵地の所在・範囲
を的確に把握し，これに基づき保護の対象となる周
知の埋蔵文化財包蔵地を定め，これを資料化して国
民への周知の徹底を図ることは，埋蔵文化財の保護
上必要な基本的な重要事項である。周知の埋蔵文化
財包蔵地は，法律によって等しく国民に保護を求め
るものであるから，その範囲は可能な限り正確に，
かつ，各地方公共団体間で著しい不均衡のないもの
として把握され，適切な方法で定められ，客観的な
資料として国民に提示されなければならない」とあ
る。加えて「都道府県教育委員会が決定した周知の
埋蔵文化財包蔵地については，都道府県及び市町村
において，「遺跡地図」「遺跡台帳」等の資料に登載
し，それぞれの地方公共団体の担当部局等に常備し
閲覧可能にする等による周知の徹底を図ること。ま
た，必要に応じて，関係資料の配布等の措置を講ず
ること。 この資料については，都道府県と市町村
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が内容として共通のものを保有することとするとと
もに，常時最新の所在・範囲の状況を表示できるよ
う，加除訂正が可能な基本原図を用いることや，コ
ンピュータを用いた情報のデータベース化等，機
能的な方法を工夫すること」とも述べられている。
これが直ちに、オンライン・ウェブ公開やオープ
ンデータ化を指示しているとは言えないが、「常時
最新の所在・範囲の状況を表示」「コンピュータを
用いた情報のデータベース化」と言った文言は GIS
データの公開と親和的に読めるだろう。

もう一つ重要、かつ根本的な課題は「公開されな
いデータは利用できない」ということである。100%
の完璧を期したデータが整備されるまでは公開すべ
きではないという考え方もあるかもしれないが、た
とえば遺跡範囲や時代、遺構・遺物などは、発掘調
査が実施されることにより更新されることはあり得
るので、完璧を期すると永遠に公開のタイミングを
失うことになりかねない。致命的な問題をチェック
し解決することができたならば、まずは公開をした
上で必要な修正や追加を随時行なうとともに、その
履歴を明示することで、再利用可能性が担保される
のではないだろうか。同時に、利用規約・条件に免
責条項、すなわちデータの利用はあくまで利用者の
責任において行われるもので、データに起因する損
害等を公開・管理者は補償しないことの明示を加え
ておくことも必要であろう。実際、第三者に利用さ
れることで気づかれる課題も少なくない。それらを
順次解消していくことができれば、ますます利用し
やすい状態になっていくだろう。このように公開を
ポジティブなフィードバックの出発点として位置づ
けることが大事なのではないだろうか。

なお適切なライセンスを付与し、公開に至ったと
して、その際にはデータの整然化・構造化について
は意識を向けておくべきであろう。これについては

「整然データ」（西原2017）の概念と実践が大いに参
考になる。たとえば先に指摘した「和歌山県オープ
ンデータカタログサイト」における「引き出し線」
データセットや、おそらく紙版地図時代の地図・図

幅番号のレガシーと思われる「線」「面」データの
「地図」項目など、必要性が低い（またはほぼない）
データは、公開・共有の際に整理・削除しておくこ
とで、データ全体の整然性が高まるだろう。

おわりに

ここまで、主として考古学・埋蔵文化財の立場か
ら GIS データの整備と公開について見てきた。しか
し考古学・埋蔵文化財 GIS データは、考古学・埋蔵
文化財の用途のためにのみ整備されるものではな
い。GISデータと言う観点からは、位置情報を基準と
して他の地理空間情報とつなぎ、重ね合わせること
ができるものということにもなる。つまり考古学・
埋蔵文化財 GIS データの公開、考古学・埋蔵文化財
の用途のみにとどまらず、隣接する学術研究あるい
は行政分野の間でも相互に利用可能なものというこ
とである。そこには、考古学・埋蔵文化財の観点か
らのみでは気づき得ないような利用の可能性が眠っ
ているかもしれない。2016年に施行された官民デー
タ活用推進基本法の下、行政オープンデータの施策
が推進される中で、考古学・埋蔵文化財 GIS データ
の公開は先に見た文化財保護法や文化庁通知だけで
なく、行政オープンデータの一環としての位置づけ
もまた根拠として進められるべきであろう。公開を
する／しないは、誰かのため、特定ステークホル
ダーの利害のためではなく、広く社会全体の利得を
増大させるためのオープンデータ化の一環であると
いう認識に立つとき、判断の基準も変わるだろう。

【註】
１） 野口（2021）も参照。

２） 国土地理院「GIS とは」https://www.gsi.go.jp/GIS/

whatisgis.html

３） 註2に同じ

４） https://tokyo-iseki.metro.tokyo.lg.jp/。野口（2021）も

参照。

５） https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500700/

maizou/maizou.html
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６） https://odcs.bodik.jp/300004/。なお先行して公開さ

れていたGitHubページ（https://wakayama-pref-org.

github.io/）は 2022 年 1 月に削除されることがアナウ

ンスされている。

７） https://data.bodik.jp/dataset/300004_500100_chiiki_

minyurin

８） https://www.kantei.go.jp/jp/

 singi/it2/densi/kettei/gl2_betten_1_gaiyou.pdf

９） データフィールド名はMTENOとなっている。

10） Switch from Shapefile: http://switchfromshapefile.

org/, 岩崎亘典（2017）「第22回オープンデータトーク　

地理データ形式のこれから」https://www.slideshare.

net/wata909/ss-84444906など

11） この点はデータベース、特にリレーショナルデー

タベースの理解とも深くかかわる（参考：https://

ja.wikipedia.org/wiki/主キー）

12） https://opendatacommons.org/licenses/odbl/

13） https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/

pdf/hokoku_03.pdf
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